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日
中
市
役
所
に
来
ら
れ
な
い
方

は
、
そ
の
他
の
請
求
方
法
に
よ

り
、
証
明
書
等
が
交
付
請
求
で
き

ま
す
。
な
お
、
代
理
人
が
請
求
す

る
場
合
は
本
人
自
筆
の
委
任
状
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
対
象
者
と
請

求
者
の
関
係
が
第
三
者
の
場
合

は
、
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
郵
送
請
求
〉

　

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
の
全

部
・
個
人
事
項
証
明
書
等
が
交
付

請
求
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
数

が
１
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
の

で
、
余
裕
を
も
っ
て
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。
請
求
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
）
、
手
数
料
分
の
郵
便
定
額
小

為
替
、
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
写
真
付
き

住
基
カ
ー
ド
等
）
の
コ
ピ
ー
を
同

封
し
、
返
信
用
封
筒
に
切
手
を 
貼 は

っ
て
、
お
送
り
く
だ
さ
い
。

〈
電
話
窓
口
制
度
〉

　

電
話
で
申
請
し
、
指
定
し
た
取

扱
窓
口
で
住
民
票
の
写
し
・
除
か

れ
た
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録

証
明
書
（
受
け
取
り
は
市
役
所
本

庁
舎
１
階
施
設
管
理
室
の
み
）
、

母
子
手
帳
、
戸
籍
の
附
票
・
除
籍

の
附
票
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
取
扱
窓
口
は
、
施
設
管
理

室
、
集
会
施
設
等
で
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

手
数
料　

１
通　

円
（
母
子
手
帳

３００

は
無
料
）

〈
個
人
番
号
カ
ー
ド
の 

申
請
方
法
〉

　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
郵
送
に
よ
る
申
請
】

　

通
知
カ
ー
ド
の
下
部
分
が
申
請

書
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
顔
写
真
を 
貼 は

り
付
け
、
返
送
用
封
筒
で
返
送
し

ま
す
。

【
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
申

請
】

　

申
請
書
に
記
載
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
カ
メ
ラ
で
読
み
取
り
、
申
請
用

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て

申
請
し
ま
す
。

【
街
頭
の
自
動
証
明
写
真
機
に
よ

る
申
請
】

　

申
請
に
対
応
し
て
い
る
自
動
証

明
写
真
機
で
、
申
請
書
に
記
載
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
顔
写

真
の
撮
影
か
ら
申
請
ま
で
を
行
い

ま
す
。
対
応
機
種
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
（h

ttp
s://

w
w
w
.ko
jin
b
an
go
-card

.go
.j

p
/in
d
ex.h

tm
l)

か
ら
確
認
で
き

ま
す
。

【
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
申
請
】

　

申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
申

請
書
Ｉ
Ｄ
を
使
用
し
て
、
申
請
用

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、

申
請
し
ま
す
。

〈
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
方
法
〉

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
用
意
が
で

き
た
方
か
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
同

封
の
案
内
の
と
お
り
事
前
予
約
の

う
え
、
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ

た
必
要
書
類
を
持
参
し
て
、
市
民

課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
ご
利
用
中
の
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

が
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
た

場
合
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は

回
収
し
ま
す
。

〈
個
人
番
号
カ
ー
ド
で
の
電

子
証
明
書
の
利
用
〉

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
は
、
署
名

用
、
利
用
者
証
明
用
の
２
種
類
の

電
子
証
明
書
を
搭
載
で
き
ま
す
。

電
子
証
明
書
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
利
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に

使
用
で
き
ま
す
の
で
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
で
あ
わ
せ
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限

は
原
則
交
付
か
ら
５
回
目
の
誕
生

日
ま
で
で
す
。

【
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
】

　

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を

利
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
で
住
民

票
等
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

【
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
情
報
提
供

等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
）の
利
用
】

　

行
政
機
関
が
個
人
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
を
含
む
自
分
の
情
報

を
い
つ
、
ど
こ
と
や
り
と
り
し
た

か
の
記
録
や
、
行
政
機
関
か
ら
の

個
別
の
お
知
ら
せ
を
パ
ソ
コ
ン
等

か
ら
確
認
で
き
る
「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
」
の
利
用
に
は
、
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
を
使
用
す
る
予

定
で
す
。
な
お
、
同
ポ
ー
タ
ル

は
、
平
成　

年
１
月
か
ら
稼
動
予

２９

定
で
す
。

【
電
子
申
告

　
（
ｅ
儿
Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
）
】

　

署
名
用
電
子
証
明
書
を
利
用
し

て
国
税
に
関
す
る
各
種
申
告
手
続

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成　

年
は
交
付
申
請
が
集
中

２８

す
る
た
め
、
ｅ
儿
Ｔ
ａ
ｘ
の
手
続

き
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
が

間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
住
基
カ
ー
ド
に
搭
載
し
た
署

名
用
電
子
証
明
書
を
利
用
し
て
い

る
方
は
、
平
成　

年
確
定
申
告
期

２８

間
中
に
電
子
証
明
書
が
有
効
と
な

る
よ
う
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

今
後
の
利
用
に
つ
い
て
〉

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基

カ
ー
ド
）
は
平
成　

年
以
降
も
表

２８

面
記
載
の
有
効
期
限
ま
で
利
用
で

き
ま
す
。
新
規
に
住
基
カ
ー
ド
を

取
得
す
る
場
合
の
申
請
受
付
は　
１２

月　

日
（
郵
送
に
よ
る
照
会
が
必

２８
要
な
申
請
は　

月　

日
）
ま
で
で

１２

１８

す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
ご

利
用
中
の
方
は
、
平
成　

年
１
月

２８

以
降
も
引
き
続
き
利
用
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
お
持
ち
の
住
基
カ

ー
ド
へ
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
機
能
の

搭
載
等
は
、　

月　

日
で
受
け
付

１２

２８

け
が
終
了
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付

　

３
月　

日
で
福
祉
会
館
が
閉
館

３１

す
る
こ
と
に
伴
い
、
公
民
館
本
館

は
４
月
１
日
か
ら
利
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
で
の

４
月
分
の
抽
選
申
込
が
１
月　

日
２０

か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
公
民
館
本

館
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

公
民
館
本
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
８
４
）

３８３
 　

９
月
１
日
か
ら
、
利
用
者
登
録

制
度
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

１
月
以
降
は
、
登
録
の
完
了
が

利
用
申
し
込
み
の
条
件
と
な
り
ま

す
の
で
、
１
月
以
降
に
利
用
申
し

込
み
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
利

用
者
登
録
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

利
用
、
手
続
き
方
法
等
詳
し
く

は
、同
ホ
ー
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

t

tp
://ko

gan
ei-civic-cen

ter.j

p
/

）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

同
ホ
ー
ル
（
☎　

儿　
０４２

３８０

小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ
ー
ル

（
小
金
井
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
）

利
用
者
登
録
手
続
き

儿
８
０
７
７
）

 　

市
で
は
、
家
屋
の
取
り
壊
し
の

確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
課
税

事
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
家

屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
取
り
壊
し
た
家
屋
に

は
、
翌
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。

問
合
先　

資
産
税
課
家
屋
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

新
築
（
増
改
築
）
家
屋
は
、
建

築
し
た
年
の
翌
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成　

年
度
課
税
の

２８

た
め
に
、
平
成　

年
１
月
２
日
以

２７

降
、
新
築
お
よ
び
増
改
築
し
た
家

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

は
ご
連
絡
を

新
築
（
増
改
築
）
家
屋
の

調
査
に
ご
協
力
を

屋
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
市
の
調
査
員
（
固
定

資
産
評
価
補
助
員
）
が
、
事
前
に

日
程
を
調
整
の
う
え
伺
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
、
職
員
証
明
書
等
を

提
示
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

調
査
内
容　

屋
根
や
外
壁
・
各
部

屋
の
内
装
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る

資
材
や
設
備
の
状
況
を
調
査
し
ま

す
。

問
合
先　

資
産
税
課
家
屋
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 
業
務
名　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
に
お
け
る
相
談
、
事
務

勤
務
時
間　

月
曜
～
金
曜
日
の
う

ち
週
４
日
（
割
り
振
り
は
所
属
長

が
定
め
る
）
午
前
９
時
～
午
後
５

時　

分
３０

報
酬
（
月
額
）　
　

万
６
千　

円

２２

８００

資
格
等
要
件　

▽　

歳
定
年
制
の

６５

た
め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降

２５

社
会
福
祉
協
議
会
非
常
勤
嘱

託
職
員
募
集

に
生
ま
れ
た
方　

▽
社
会
福
祉
士

資
格
ま
た
は
介
護
支
援
専
門
員
資

格
を
有
す
る
方　

▽
普
通
自
動
車

運
転
免
許
を
有
す
る
方　

▽
パ
ソ

コ
ン
（
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
）
を

使
用
で
き
る
方

採
用
予
定
人
数　

１
人

採
用
試
験
日　
　

月　

日
（
火
）

１２

１５

採
用
予
定
日　

１
月
１
日
（
祝
）

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　
　

月
１
日
（
火
）
～　

日

１２

１１

（
金
）の
午
前
８
時　

分
～
正
午
、

３０

午
後
１
時
～
５
時
（
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
）
に
社
会
福
祉
協
議
会

で
配
布
す
る
ほ
か
、
配
布
期
間
中

に
限
り
、
同
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h
ttp
://m

em
b
ers.jco

m
.

h
o
m
e.n
e.jp
/ko
gan
eish

i-sy

a
kyo
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

※　

申
込
書
類
は
、
受
験
者
本
人

が
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

社
会
福
祉
協
議
会
（
☎

　

儿　

儿
０
２
９
４
）

０４２

３８６

渡
邉　

正
明　

氏

（
小
金
井
市
消
防
団
長
）

受
章
日　
　

月
３
日

１１

功　

績　

約　

年
に
わ
た
り
地
域

３０

防
災
の
発
展
の
た
め
、
消
防
活
動

や
消
防
団
員
の
教
育
訓
練
、
火
災

予
防
に
尽
力
さ
れ
た
多
大
な
功
績

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

藍
綬
褒
章

藍
綬
褒
章

藍
綬
褒
章

藍
綬
褒
章

公
共
施
設

予
約
シ
ス
テ
ム

利
用
時
の
ご
注
意

公
民
館
本
館

　☎０１２０−９５−０１７８＝午前９時３０分〜午後１０
時（土曜・日曜・祝日は午後５時３０分まで。
１２月２９日〜１月３日を除く）
【一部ＩＰ電話など繋がらない場合（有
料）】
　マイナンバー制度について＝☎０５０−３８１６
−９４０５、通知カード・個人番号カードについ
て＝☎０５０−３８１８−１２５０
【英語など外国語対応総合フリーダイヤル】
　☎０１２０−０１７８−２６

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
にに

関
す
る
お
知
ら

関
す
る
お
知
ら
せせ

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

受
付
時
間　

月
曜
～
金
曜
日
午
前

８
時　

分
～
午
後
４
時

３０

〈
広
域
交
付
住
民
票
〉

　

住
民
登
録
地
以
外
の
市
役
所
で

発
行
す
る
住
民
票
で
す
。
勤
務
先

や
外
出
先
で
住
民
票
が
必
要
に
な

っ
た
場
合
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
本
籍
地
と
筆
頭
者
は
記

載
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
休
日
窓

口
で
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

必
要
書
類　

運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
住
基
カ
ー
ド
（
顔
写
真

の
つ
い
て
い
な
い
タ
イ
プ
は
暗
証

番
号
の
入
力
が
必
要
）
、
そ
の
他

官
公
署
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許

可
証
も
し
く
は
資
格
証
明
書
等

手
数
料　

１
通　

円
３００

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

請
求
・
問
合
先　

市
民
課
市
民
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・

１８４

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
３
０
）

郵
送
請
求
・
電
話
窓
口
制
度
・

広
域
交
付
住
民
票
の
ご
案
内

で
発
行
す
る
住
民
票
に
個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
を
記
載
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
個
人
番
号

入
り
の
住
民
票
が
必
要
な
場
合
は

市
民
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
正
し
く

使
い
ま
し
ょ
う
（
不
正
な

個
人
情
報
の
取
得
に
ご
注

意
を
）〉

　

行
政
機
関
等
が
電
話
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
や
所
得
や
家
族
構
成
な
ど

個
人
情
報
を
聞
き
出
す
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
金
を
要
求
す
る
な

ど
の
悪
質
な
勧
誘
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

個
人
番
号
は
、
税
務
関
係
な
ど

法
令
で
規
定
さ
れ
た
手
続
き
で
行

政
機
関
や
勤
め
先
に
提
出
す
る
場

合
を
除
き
、
利
用
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
市
民
課

で
は
、
窓
口
で
個
人
番
号
入
り
の

住
民
票
を
申
請
す
る
際
に
提
出
先

等
に
つ
い
て
の
質
問
を
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
世
帯
員

以
外
の
方
が
本
人
か
ら
の
委
任
状

を
持
っ
て
代
理
で
申
請
す
る
こ
と

は
で
き
ま
す
が
、
個
人
番
号
入
り

の
住
民
票
は
、
本
人
宛
に
郵
送
し

ま
す
。
直
接
代
理
人
に
お
渡
し
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

問
合
先　

市
民
課
市
民
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
０
、　

儿　

儿
１

３８７

０４２

３１６

０
１
９
）

マイナンバー
総合
フリーダイヤル


